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令 和 6 年 

 

 

 

 

熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）発表時の対応について 

 

 

 令和 6年度からの熱中症特別警戒アラートの運用開始を受け、宇治市立幼稚園、小・中学校並びに

育成学級、保育所・認定こども園等におきまして、下記のとおり対応いたしますのでご報告いたします。 

 

記 

 

１ 熱中症特別警戒アラートについて 

広域的に過去に例のない危険な暑さにより、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提

供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じる恐れがある場合（京都府内のすべて

の暑さ指数情報提供地点《全８か所 間人 宮津 舞鶴 福知山 美山 園部 京都市中京区 京田

辺》において、翌日の日最高暑さ指数が３５に達すると予測される場合）に、環境省より対象となる日

の前日午後２時頃に発表される。 

 

２ 宇治市立小中学校、幼稚園における発表時の対応について 

 （1） 発表時の対応について 

ア 対象となる日が平日の場合、原則、臨時休業とする。 

イ 対象となる日が、土日祝日、及び、長期休業日の場合、学校行事・部活動の教育活動につい

ては原則、中止・延期とする。 

※ 中学校部活動における大会への参加は主催者の判断に従うものとする。 

 

（２） 臨時休業の連絡について 

熱中症特別警戒アラートは、前日の午後 2 時頃に発表されるため、発表に伴い、各校より、

翌日の臨時休業等について、保護者へ周知を行う。 

 

（３） 熱中症特別警戒アラート発表時の各校園対応フロー図 

  対応フロー図 

前 

日 

14：00 〇特別警戒アラート発表 

〇全教職員で情報共有（校内放送、メール、Teams等） 

〇翌日の臨時休業に関する準備 

〇翌日の対応について保護者連絡（メール配信等を活用） 

当

日 

 〇教育活動の中止、延期、変更の実施 

〇各校園の実態に応じて、園児児童生徒の状況確認 

  マチコミメールのアンケート機能活用 

  持ち帰りタブレット端末の活用 

  電話での健康観察          等を想定 
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３ 育成学級（学童保育）における発表時の対応について 

   小学校での取り扱いに準じ、臨時閉級とする。土曜日及び夏期等の学校の長期休業期間等につ

いても同様の扱いとする。 

   なお、臨時閉級となる場合、保護者に対しては、宇治市育成学級連絡システム （宇治市 LINE 公

式アカウント） 及び宇治市ホームページ等により周知する。 

 

４ 保育所・認定こども園等における発表時の対応について 

原則、休所とせず開所する。 

ただし、熱中症予防のために外出はできるだけ控えるよう呼びかけられていること、また、保育士

等の一時的な不足により保育体制が整わない状況となる可能性があることから、保護者が家庭でこ

どもを養育できる場合などについては、家庭での保育について協力を依頼する。 

 

５ 他市（京都府内・公立）における発表時の対応について（令和６年７月 26日現在聞き取り状況） 

 （1） 小中学校、幼稚園 

   ・原則臨時休業とする（８市） 

   ・臨時休業しない（４市） 

   ・臨時休業するかどうか随時判断する（１市） 

   ・検討中（１市） 

 （2） 学童保育 

   ・平常時（授業日）・長期休業日ともに臨時閉級する（７市） 

   ・平常時（授業日）・長期休業日ともに閉級しない（６市） 

   ・平常時（授業日）は学校判断にあわせる。また、長期休業日は閉級しない（１市） 

 （3） 保育所等 

   ・原則、休所とせず開所する（１４市） 




























